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このことについて、別紙のとおり中間答申する。 
なお、今後の適正配置の議論に向けて、教育委員会においては、保護者や地域住民の方々

の意向を十分反映できるよう配慮願いたい。 
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答申にいたる経過 
 

はじめに 
 
 北広島市は、昭和４３年の道営北広島団地の造成決定を契機に､北海道住宅供給公社や民

間の住宅団地の開発､市が積極的に進めてきた区画整理事業､さらには工業団地の造成など

によって人口が急増し､児童・生徒数も増加した。児童・生徒数の増加に伴い、昭和４０年

代後半から昭和５０年代半ばにかけて、毎年のように学校が建設され、市内には小学校１

０校、中学校６校の計１６校が設置されている。 
 市内の人口は、一時の急激な増加はみられないものの、依然として増化傾向にある。 

しかしながら、全国的な少子化の波は当市においても例外ではなく、小学校の児童数は、

ピーク時の昭和５８年の４,８０３人に対し、１７年度３,５９７人と７５％まで減少し、中

学校の生徒数についても、ピーク時の平成３年の２,５８２人に対し、１７年度１，９１９

人と７４％まで減少している。特に、児童・生徒数の減少は、急激な増加を示した道営北

広島団地内の小学校において顕著に現れている。 
一方、新たに開発が行われた大曲地区において児童数の増加している学校がある。こう

した、「学校の小規模化と大規模化が同時に進む状況は学校規模のアンバランスを生じさせ、

教育環境の不均衡のほか、教育効果への影響も危惧される」ことから、小学校の適正規模

について当審議会へ諮問された。 
 
１、学校規模の現状について 
 
 学校教育法施行規則第１７条では、「小学校の学級数は１２学級以上１８学級以下を標準

とする」と規定されている。市内の小学校には、標準学級の１２学級を下回る学校が４校、

１８学級を上回る学校が１校存在している。このうち、急激な人口増加にあわせ建設され

た北広島団地内の小学校は、平成１７年５月１日現在、２校が６学級、他の２校も７学級

と１０学級となっていて小規模化が進んでいる。 
 一方、近年開発が進んだ大曲地区の大曲東小学校は２４学級となっており、学級数にお

いて４倍の格差が生じている。 
 平成１７年４月末日の住民基本台帳を基に推計すると、市内の児童数は今後も減少し、

平成１７年度の３，５９７人に対し、平成２３年度は３，０９４人と平成１７年度の８６％

までに減少すると予想されている。この結果、平成２３年度には、北広島団地内の小学校

では３校が６学級となり、他の１校も８学級と一段と小規模化が進むと予想される。 
児童数の減少傾向は、市内で最大の規模をもつ大曲東小学校でも同様で、平成２３年度

には１９学級まで減少すると予想されている。 
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標準学級から外れる小学校の今後の学級数の予想 
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                     (平成１７年４月末日住民基本台帳に基づく) 

  
２、適正規模を考える視点 

 
少子高齢化、国際化、高度情報化といわれる急速かつ激しい変化が進行する社会情勢の

中で、２１世紀の学校教育は、大きな転換期にあり、教育の規制緩和と分権化の進行によ

って様々な教育改革が進められている。 

北広島市においては、「すぐれた知性と 豊かな心と たくましい身体をもって自然と創

造の調和を図り、進展する郷土社会へ貢献する」という教育理念のもと、各学校において

地域の状況や学校を取巻く環境等を勘案しながら、独自の教育目標を掲げ、特色ある学校

づくりが行われている。小規模校や規模の大きな学校では様々な課題を抱えながらも、教

員・保護者が協力し、現状の環境の中で最善の教育が行われるよう努力されている。そう

した現状の教育を否定するのではなく、より教育効果があがるという視点に立って適正規

模について検討を行った。 
また、小学校の構成単位として、児童数及び学級数があるが、｢公立義務教育諸学校の学

級編成及び教員定数の標準に関する法律｣等教育関連法令において、教科学習の単位や教員

配置基準等は、学級数をもって学校規模としている。このため、学級編成については、現

行制度を前提としたが、１，２年生について特例的に行われている３５人学級の導入が今

後も予想されることから、４０人学級を基本としながら、１，２年生については３５人学

級を前提に検討を行った。 
  

（１）適正規模を検討する根拠 

 

学校教育法施行規則第１７条によると「小学校の学級数は１２学級以上１８学級以下を

標準とする」と定められているが、但し書きによって、「土地の状況その他により特別の事

情がある時はこの限りではない」とされている。また、義務教育諸学校施設費国庫負担法

施行令第２条では、１２～１８学級を適正規模としたうえで、学校を統合する場合の範囲

として、１２～２４学級が適正であるとしている。こうした法令に基づき、北広島市の地

域特性や児童数の動向、学級数の予測を加味して、教育上望ましい学級数の範囲に関し検
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討を行った。 

学級数による学校規模の分類 

 
(昭和 59 年 文部省助成課資料『これからの学校施設づくり』資料より) 

 

３、北広島市における小学校の適正規模に関する審議会の検討結果 

 

昨年度、市内の校長会では、児童生徒数の減少に伴い、小学校の小規模化の調査・研究

を行なっている。市内の小学校には、小規模校が４校、また標準学級数を超える学校はあ

るが、いわゆる大規模校は存在していない。小規模校と大規模校の長所と短所は、ある意

味で表裏一体の関係にある。こうしたことから、小規模校の問題点、課題については校長

会での検討結果を参考として、上限の学級数については大曲東小学校の実情を参考とした。 

 

（１）適正規模に関する基本的な考え方 

 

 ①教育活動上から 

 ○ 学校は集団で教育を行う場であり、集団を生かして様々な教育を行うことがで

きることが利点の一つとしてあげられる。しかし、１学年１学級であれば、習熟

度別学習や興味関心に基づくといった多様な授業方法の選択をするにしても限界

がある。 
○ 特別活動の領域である児童会活動等は、一定以上の学級数がなければ役員の

選択の幅も狭くなり、活動に支障がでてくる場合もある。 

○ 学校行事の中で位置付けられている運動会などにおいては、小規模校では盛

り上がりに欠ける場合があり、クラス対抗等といった方法を取り入れることが

できず、よい意味での競争意識を醸成させることが困難である。逆に、規模の

大きな学校においては、一人の子どもが活躍､活動できる場面、自己表現できる

場面が制約される場合もある。 
 

②生徒指導上から 

   ○ 子どもたちは、趣味や関心が違う者同士の触れ合いによって社会性を磨き、

個性を生み出していく。１学年１学級であれば、小学校の６年間を同じ子ども

同士で過ごすことになり、担任が変わるだけで、人間関係の固定化、役割化が

進み、良い意味での競争心が失われ､人間関係の幅を広げられなくなってしま

う。学級数が多ければ、クラス替えを行う場合、子どもの特性等を考慮し多様

統合の場合の適正規模 
学校規模 過小規模 小規模 

適正規模  
大規模 過大規模 

学級数 1～5 6～11 12～18 19～24 25～30 31 以上 
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な選択が可能になる。しかし、学級数が多くなればなるほど、子どもの人数が

多くなることから、子ども同士のいざこざなど、様々な問題が増加する可能性

もある。                                                        

○   平成１９年度から特別支援教育が実質上開始され、今後一層一人ひとりの子ど

もを把握していく必要がある。複数の目で子どもを見ていくとき、ある程度名前

もわかり、隣のクラスの子ども達の様子もわかる必要がある。先生方がお互いを

サポートし合い、子どもの状況について交流し、細やかな指導をしていけるよう

な学級数が必要となるが､その上限は１学年４学級程度と考えられる。 
 

③学校運営上などから 
 ○ 教員は現場研修の中で教員としての力量が高まっていく。１学年に複数の学級

があることによって、学年の打ち合わせや交流の中で教師の子どもを見る目も育

ち、力量を高めていくことができる。教員の指導力を高めていくためにも１学年

複数の学級が必要である。 
○ 学校運営上等から、学級数が多くなり教員の数が多くなればなるほど共通理解

をするのに時間がかるようになる。集団が大きくなればなるほど、きめ細かな打

合せをしなければ意思統一を図りにくくなり、２５学級とか３０学級になると困

難さが増していくと考えられる。 
○ 学校建設の段階で２４学級を想定して設計された学校で、２４学級というので

あれば問題はないが、１８学級が前提の学校に２４学級のクラスということにな

れば問題であり、施設面も考慮しなければならない。 
○ 規模の大きな学校にも課題はあるが、子どもには適応能力があり、授業などに

支障のない施設が確保されていれば、２４学級程度は問題ない規模と考える。 
○ ＰＴＡ活動を組織的に行っていくためにも複数の学級が必要である。 

 

（２）適正規模について 

  

教育活動、生徒指導上、学校運営上などの観点から、児童の教育環境を更に向上させて

いくために、小学校の適正規模に関して以下のとおりの結論に達した。 

 

「北広島市における小学校の学校規模については、特殊学級を除き、１２学級から２４

学級までを基本とする。」 
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なお、教育委員会からは、 

１ 市立小学校の適正規模の在り方について 
２ 市立小学校の適正配置の具体的方策について 

の２点について諮問されており、今後、適正規模から外れる小学校（北広島団地内にある

４小学校）に関して適正配置に関して審議をしなければならないが、適正配置は通学区域

と密接な関係にあり、保護者や地域住民の考え方も十分取り入れた上で議論しなければな

らないと考える。 

したがって、今回､適正規模に関して中間答申するので、教育委員会においては、今後の

議論に保護者、地域住民の意思が十分反映できるよう配慮願いたい。 
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